
調達要求番号：             

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

産業廃棄物運搬処理（木くず） 

仕様書番号 Ｅ７－１８ 

作    成 Ｒ７．５．２１ 

作成部隊等名 
関東補給処用賀支処 

総 務 部 管 理 課 

 

１ 役務場所 

  東京都世田谷区上用賀１丁目２０－１ 陸上自衛隊用賀駐屯地 

 

２ 役務概要 

枯死・剪定枝・伐採・解体された木の運搬及び処理 

 

３ 廃棄物の種類 

(1) 産業廃棄物処理（予定数量：１５００ｋｇ）（木くず（朽木・生木・幹）） 

(2) 産業廃棄物運搬（予定搬出回数：２回）（８㎥コンテナ） 

 

４ 役務に関する要領等 

(1) 廃棄物処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関係法令を遵守し 

  実施する。 

(2) ８㎥コンテナへの積載は官側が実施するものとする。 

(3) 請負者は、運搬にあたっては、廃棄物が飛散しないように配慮し、騒音、振動によっ 

て、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずるものとする。 

(4) 搬出時は、産業廃棄物管理票の交付を受け、必要事項を適切に記載後、官側の検査 

  受けてから敷地外へ搬出する。なお、産業廃棄物管理票は、請負者側において準備する。 

   搬出後、計量証明書を速やかに提出する。 

(5)  処分完了後、処分証明書（産業廃棄物管理票（Ｅ票））等を契約履行期限内に速やかに

提出する。 

 

５ 管 理 

(1) 施設及びその周辺にある構造物に対しては、作業に伴い損傷を及ぼさないよう十分注

意を払う。万一損傷を与えた場合は、請負者の責任において補修又は現状復旧するもの

とする。 

(2) 搬出日については、相互調整により決定する。 

 

６ 疑義に対する協議  

   仕様書等に明記なき事項で、その内容において疑義を生じた場合は、官側と協議し、そ 

の指示を受けるものとする。 


